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広
域
化
で
、現
在
の
４
消
防
本
部
の

管
轄
境
が
な
く
な
り
、広
域
エ
リ
ア
内

に
あ
る
５
署
14
分
署
の
担
当
区
域
は
、

す
べ
て
見
直
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

見
直
し
後
は
、一
番
近
い
消
防
署
や

分
署
か
ら
消
防
車
や
救
急
車
を
出
場

さ
せ
る
直
近
方
式
に
な
り
ま
す
。さ
ら

に
、す
べ
て
の
車
両
に
、車
両
動
態
位
置

管
理
装
置（
Ｇ
Ｐ
Ｓ
受
信
機
能
）を
導
入

し
、走
行
中
で
も
災
害
現
場
に
一
番
近

い
車
両
を
選
択
し
て
出
場
さ
せ
る
こ
と

が
可
能
に
な
り
、現
場
到
着
時
間
の
短

縮
が
実
現
で
き
ま
す
。

現
場
で
活
動
す
る
消
防
隊
員
の
増
強

　

消
防
に
は
、災
害
現
場
で
消
防
活
動
・

救
急
活
動
を
行
う
仕
事
の
ほ
か
に
、総

務
や
予
防
な
ど
の
事
務
的
な
仕
事
や
、

１
１
９
番
通
報
を
受
け
て
指
令
を
す
る

仕
事
が
あ
り
ま
す
。広
域
化
で
は
、こ
れ

ら
の
部
門
を
統
合 

・
効
率
化
し
、現
在
、

事
務
や
指
令
を
担
当
し

て
い
る
職
員
が
、消
防
隊

員
と
し
て
災
害
現
場
で

活
動
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　

広
域
化
後
の
消
防
本
部
と
指
令
セ
ン

タ
ー
は
、現
在
の
所
沢
市
消
防
本
部
に

統
合
し
て
設
置
す
る
予
定
で
、現
場
活

動
要
員
は
、６
４
１
名
か
ら
７
０
２
名

へ
と
61
名
増
強
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、高
度
化
・
専
門
化
が
進
む
救

急
・
予
防
業
務
は
、優
れ
た
知
識
と
技
術

を
持
っ
た
人
材
の
育
成
が
可
能
に
な
り
、

全
体
が
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
で
、市

民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　災害の大規模化や複雑多様化など、消防を取り巻く環境は大きく変化してい　災害の大規模化や複雑多様化など、消防を取り巻く環境は大きく変化してい
ます。消防はこれらの変化に的確に対応し、住民の生命や財産を守る責務を果たます。消防はこれらの変化に的確に対応し、住民の生命や財産を守る責務を果た
していく必要があり、平成18年には自主的な市町村消防の広域化を推進する諸していく必要があり、平成18年には自主的な市町村消防の広域化を推進する諸
規定が整備されました。さらに､20年3月に「埼玉県消防広域化推進計画」が策定規定が整備されました。さらに､20年3月に「埼玉県消防広域化推進計画」が策定
され、県内7ブロックの広域化対象市町村の枠組みができ、狭山市は、所沢市・飯され、県内7ブロックの広域化対象市町村の枠組みができ、狭山市は、所沢市・飯
能市・入間市・日高市とともに「埼玉県第4ブロック」となりました。能市・入間市・日高市とともに「埼玉県第4ブロック」となりました。
　第4ブロックでは､区域内の市長、消防長、消防団長などで構成する協議会を発　第4ブロックでは､区域内の市長、消防長、消防団長などで構成する協議会を発
足し、協議を重ねた結果、25年3月までに広域消防組織をスタートすることで合足し、協議を重ねた結果、25年3月までに広域消防組織をスタートすることで合
意しました。今月号では、消防広域化についてお知らせします。意しました。今月号では、消防広域化についてお知らせします。

 普通建物火災出場体制（基本） 平成23年4月1日現在

広域組織 狭山市 所沢市 入間市 埼玉西部
（飯能・日高）

第１出場隊数 12台 7台 8台 7台 6台

第２出場隊数 11台 3台 5台 3台 2台

第３出場隊数 10台 4台 4台

合　計 33台 10台 17台 10台 12台

 消防広域化第４ブロック
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災
害
活
動
の
現
場
で
は
、初
期
段
階

で
い
か
に
多
く
の
人
員
・
車
両
の「
消
防

力
」を
投
入
で
き
る
か
が
、被
害
の
軽
減

に
大
き
く
影
響
し
ま
す
。特
に
大
規
模

災
害
で
は
、消
防
力
が
劣
勢
に
な
ら
な

い
よ
う
に
、部
隊
の
追
加
投
入
な
ど
の

消
防
力
優
位
の
体
制
を
取
る
こ
と
が
必

要
で
す
。広
域
化
後
に
想
定
し
て
い
る

出
場
体
制
は
、上
記
表
の
と
お
り
で
す
。

　

現
在
の
狭
山
市
の
初
動
体
制
は
７
台

で
、出
場
体
制
は
第
２
出
場
ま
で
で
す

が
、広
域
化
後
に
は
、初
動
体
制
が
12
台

と
な
り
、第
２
出
場
・
第
３
出
場
の
体
制

ま
で
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、現
在
は
各
消
防
本
部
の
救

急
隊
が
全
隊
出
場
し
て
待
機
救
急
車
が

な
く
な
る
状
況
も
あ
り
ま
す
が
、広
域

化
後
は
、出
場
し
て
い
な
い
署
所
の
救

急
隊
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
を
と
る
こ

と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

被
害
軽
減
の
た
め
の
災
害
出
場
体
制
の
強
化

現
場
へ
の
到
着
時
間
の
短
縮
と
消
防
隊
員
の
増
強
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広
域
化
す
る
こ
と
で
、消
防
署
所
の

統
廃
合
や
消
防
職
員
の
削
減
が
進
み
、

地
域
の｢

消
防
力｣

が
低
下
す
る
の
で
は
、

と
の
懸
念
も
聞
か
れ
ま
す
。し
か
し
、消

防
署
所
は
市
街
地
の
人
口
規
模
に
応
じ

て
設
置
さ
れ

る
も
の
で
あ

り
、
広
域
化

後
で
も
市
街

地
が
変
化
し

な
い
限
り
、

基
本
的
に
は

減
少
し
ま
せ

ん
。ま
た
、効

率
化
で
生
じ

る
人
員
は
、

前
述
の
と
お

り
、現
場
活
動
要
員
に
充
て
ら
れ
ま
す
。

　

消
防
は
、今
後
も
住
民
の
生
命
・
身

体
・
財
産
を
守
る
責
務
を
果
た
す
こ
と

が
必
要
で
す
。厳
し
い
財
政
状
況
の
も

と
で
は
あ
り
ま
す
が
、広
域
化
の
ス
ケ

ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
活い

か
し
た
効
果
的
・

効
率
的
な
整
備
で
、消
防
体
制
の
基
盤

強
化
を
進
め
ま
す
。

　

総
合
的
な「
消
防
力
」の
向
上
が
、消

防
広
域
化
の
目
的
で
す
。今
後
、構
成
市

の
市
議
会
で「
消
防
広
域
化
」の
議
案
が

可
決
さ
れ
る
と
、25
年
３
月
ま
で
に
、５

市
を
区
域
と
し
た
埼
玉
西
部
消
防
局
が

誕
生
し
ま
す
。

問
合
せ
消
防
総
務
課
へ

☎
２
９
５
３
‐
７
１
１
２

【大型ブロアー車】
風速20ｍの風を瞬時
に放出。車両が近づ
けない場所や建物高
所、地下火災などに
対応

【災害防災支援車】
災害現場での情報収
集・分析・連絡・指揮
に威力を発揮。厳し
い災害現場で長時間
の滞在を支援するた
めの物資を積載・装
備した車両

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

広域消防運営計画にご意見をお寄せください

□閲覧場所消防本部、消防署、分署、市役所行政資料
室、地区センター、公民館、図書館、市ホームページ
□受付期間10月7日㈮～31日㈪、17時必着
□提出できる方▶市内在住・在勤・在学の方 ▶市内
に事務所・事業所を有する個人か法人 ▶計画の利
害関係者　※必ず住所と氏名を明記。在勤の方は
勤務先の会社名と所在地、事業所は名称、所在地、
代表者名、利害関係者はその理由を明記

□提出方法▶市ホームページ内専用フォーム ▶指
定様式（各閲覧場所に用意）などで、ファックス、郵
送、電子メール、直接持参 ▶公式モバイルサイト
□結果公表いただいたご意見や、ご意見に対する市
の考え方を広報さやまや市のホームページなどで
お知らせします。なお、個別の回答はしません。多
数の類似意見に対しては、集約して公表する場合
があります

　

各
消
防
署
が
保
有
し
て
い
る
は
し
ご

車
や
化
学
車
な
ど
へ
の
重
複
投
資
を
回

避
し
た
り
、経
費
負
担
を
軽
減
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。一
方
で
、単
独
の
市
消

防
で
は
導
入
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た

大
型
ブ
ロ
ア
ー
車
や
災
害
防
災
支
援
車

特
殊
車
両
な
ど
の
計
画
的
な
配
備
が
可

能
に
な
り
、複
雑
・
多
様
化
す
る
災
害
へ

の
対
応
な
ど
、さ
ら
な
る
消
防
体
制
の

基
盤
強
化
が
図
れ
ま
す
。

高
レ
ベ
ル
な
消
防
車
両
な
ど
の
計
画
的
整
備

広
域
化
の
目
的
は
総
合
的
な「
消
防
力
」の
向
上

　市では、消防の広域化のスケー
ルメリットを活かした消防体制の
充実や、市民サービス向上などの
説明会を開催します。
　ぜひ、ご参加ください。
日時11月5日㈯、18時～19時30分
場所狭山市消防本部
問合せ消防総務課へ☎2953‐7112

消防広域化の説明会

　提出先・問合せ消防総務課へ☎2953‐7112　52953‐6680　 shobosom@city.sayama.saitama.jp

　埼玉県第4ブロックの構成5市は、消防広域化を検討する「埼玉県消防広域化第4
ブロック協議会」を22年1月に設立し、消防広域化によるスケールメリットを活か
した消防体制の充実、強化による市民サービスの向上などについて協議を重ね、
「埼玉県消防広域化第4ブロック広域消防運営計画」を策定しました。
　この計画について、パブリックコメントを実施します。市民の皆さんからのご意
見をお寄せください。いただいたご意見は、よりよい広域消防組織の実現に向けて
の参考とさせていただきます。

パブリックコメント


